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附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
25
年
法
律
第
35
号
）
附
則
第
１
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
流
水
占
用
料
等
の
徴
収
）

第
２
条
　
知
事
は
、
法
第
23
条
、
第
24
条
若
し
く
は
第
25
条
の
許
可
又
は
法
第

23
条
の
２
の
登
録
を
受
け
た
者
か
ら
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
流

水
占
用
料
等
を
徴
収
す
る
。

２
　
略

（
流
水
占
用
料
等
の
徴
収
）

第
２
条
　
知
事
は
、
法
第
23
条
か
ら
第
25
条
ま
で
の
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、

別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
流
水
占
用
料
等
を
徴
収
す
る
。

２
　
略

議
案
第
１
３
号

　
　
鳥
取
県
延
滞
金
徴
収
条
例
及
び
鳥
取
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
延
滞
金
徴
収
条
例
及
び
鳥
取
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第

96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
25
年
９
月
11
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
延
滞
金
徴
収
条
例
及
び
鳥
取
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
鳥
取
県
延
滞
金
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
鳥
取
県
延
滞
金
徴
収
条
例
（
昭
和
27
年
鳥
取
県
条
例
第
45
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。



94

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
延
滞
金
の
額
）

第
３
条
　
延
滞
金
の
額
は
、
納
入
通
知
書
に
指
定
し
た
納
期
限
の
翌
日
か
ら

分
担
金
等
の
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
分
担
金
等
の

金
額
（
10
0円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）

に
年
14
.6
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
（
督
促
状
に
指
定
し
た
期
日
ま
で
の
期

間
に
つ
い
て
は
、
年
7.
3パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額

（
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
と
す

る
。

２
　
当
分
の
間
、
各
年
の
特
例
基
準
割
合
（
当
該
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措

置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
93
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ

れ
た
割
合
に
年
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い
う
。
）
が

年
7.
3パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
係
る
前
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

年
14
.6
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

次
項
に
規
定
す
る
特
例
基
準
割
合
に

年
7.
3パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算

し
た
割
合

（
延
滞
金
の
額
）

第
３
条
　
延
滞
金
の
額
は
、
納
入
通
知
書
に
指
定
し
た
期
日
の
翌
日
か
ら
分

担
金
等
の
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
分
担
金
等
の
金

額
（
10
0円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
は
、
切
り
捨

て
る
。
）
に
年
14
.5
パ
ー
セ
ン
ト
（
督
促
状
に
指
定
し
た
期
日
ま
で
の
期

間
に
つ
い
て
は
、
年
7.
25
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額

と
す
る
。
た
だ
し
、
延
滞
金
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
金
額
は
、
切
り
捨
て
る
。
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改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
延
滞
金
の
額
）

第
３
条
　
延
滞
金
の
額
は
、
納
入
通
知
書
に
指
定
し
た
納
期
限
の
翌
日
か
ら

分
担
金
等
の
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
分
担
金
等
の

金
額
（
10
0円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）

に
年
14
.6
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
（
督
促
状
に
指
定
し
た
期
日
ま
で
の
期

間
に
つ
い
て
は
、
年
7.
3パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額

（
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
と
す

る
。

２
　
当
分
の
間
、
各
年
の
特
例
基
準
割
合
（
当
該
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措

置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
93
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ

れ
た
割
合
に
年
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い
う
。
）
が

年
7.
3パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
係
る
前
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

年
14
.6
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

次
項
に
規
定
す
る
特
例
基
準
割
合
に

年
7.
3パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算

し
た
割
合

（
延
滞
金
の
額
）

第
３
条
　
延
滞
金
の
額
は
、
納
入
通
知
書
に
指
定
し
た
期
日
の
翌
日
か
ら
分

担
金
等
の
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
分
担
金
等
の
金

額
（
10
0円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
は
、
切
り
捨

て
る
。
）
に
年
14
.5
パ
ー
セ
ン
ト
（
督
促
状
に
指
定
し
た
期
日
ま
で
の
期

間
に
つ
い
て
は
、
年
7.
25
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額

と
す
る
。
た
だ
し
、
延
滞
金
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
金
額
は
、
切
り
捨
て
る
。

年
7.
3パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
（
当

該
加
算
し
た
割
合
が
年
7.
3パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
7.
3

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）

　
　
　
附
　
則

１
・
２
　
略

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１
・
２
　
略

（
延
滞
金
の
割
合
の
特
例
）

３
　
当
分
の
間
、
第
３
条
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
7.
25
パ
ー
セ
ン
ト
の
割

合
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
年
の
特
例
基
準
割
合
（
各
年
の

前
年
の
11
月
30
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
（
平
成
９
年
法

律
第
89
号
）
第
15
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手

形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
年
7.
25
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に

は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
当
該
特
例
基
準
割
合
（
当
該
特
例
基
準
割

合
に
0.
1パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
。
）
と
す
る
。
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（
鳥
取
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
28
年
鳥
取
県
条
例
第
48
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
鳥
取
県
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
18
0号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
39
条
第
２
項
及
び
第
73
条
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
法
第
91
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

基
づ
き
、
県
が
管
理
す
る
道
路
に
係
る
占
用
料
及
び
延
滞
金
の
徴
収
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
延
滞
金
の
徴
収
）

第
６
条
　
法
第
73
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
し
た
と
き
は
、
延
滞
金

を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

　
　
　
鳥
取
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例

（
趣
旨
）

第
１
条
　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
18
0号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
39
条
（
法
第
91
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
県
が
徴
収
す
る
道
路
占
用
料
（
以
下
「
占
用
料
」
と
い
う
。
）

の
額
及
び
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
法
令
そ
の
他
別
に
定
め
の
あ
る
場
合

を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
延
滞
金
の
徴
収
）

第
６
条
　
法
第
73
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
し
た
と
き
は
、
延
滞
金

を
徴
収
す
る
。
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（
鳥
取
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
28
年
鳥
取
県
条
例
第
48
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
鳥
取
県
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
18
0号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
39
条
第
２
項
及
び
第
73
条
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
法
第
91
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

基
づ
き
、
県
が
管
理
す
る
道
路
に
係
る
占
用
料
及
び
延
滞
金
の
徴
収
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
延
滞
金
の
徴
収
）

第
６
条
　
法
第
73
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
し
た
と
き
は
、
延
滞
金

を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

　
　
　
鳥
取
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例

（
趣
旨
）

第
１
条
　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
18
0号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
39
条
（
法
第
91
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
県
が
徴
収
す
る
道
路
占
用
料
（
以
下
「
占
用
料
」
と
い
う
。
）

の
額
及
び
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
法
令
そ
の
他
別
に
定
め
の
あ
る
場
合

を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
延
滞
金
の
徴
収
）

第
６
条
　
法
第
73
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
し
た
と
き
は
、
延
滞
金

を
徴
収
す
る
。

　
(１
)　
納
入
通
知
書
１
通
の
金
額
が
1,
00
0円
未
満
で
あ
る
と
き
。

　
(２
)　
延
滞
金
の
額
が
10
0円
未
満
で
あ
る
と
き
。

　
(３
)　
滞
納
に
つ
い
て
知
事
が
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と

　
き
。

２
　
延
滞
金
の
額
は
、
納
入
通
知
書
に
指
定
し
た
納
期
限
の
翌
日
か
ら
法
第

73
条
第
１
項
に
規
定
す
る
負
担
金
等
の
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に

応
じ
、
当
該
負
担
金
等
の
金
額
（
10
0円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
に
年
14
.5
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
（
督
促
状
に
指

定
し
た
期
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
7.
25
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）

を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
（
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

３
　
当
分
の
間
、
各
年
の
特
例
基
準
割
合
（
当
該
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措

置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
93
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ

れ
た
割
合
に
年
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い
う
。
）
が

年
7.
25
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
係
る
前
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

年
14
.5
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

次
項
に
規
定
す
る
特
例
基
準
割
合
に

年
7.
25
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算

２
　
前
項
の
延
滞
金
の
額
及
び
そ
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
鳥
取
県
延
滞

金
徴
収
条
例
（
昭
和
27
年
鳥
取
県
条
例
第
45
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
延
滞
金
徴
収
条
例
第
３
条
の
規
定
及
び
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
第
６
条
の

規
定
は
、
平
成
26
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
係
る
延
滞
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
鳥
取
県
国
有
地
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

３
　
鳥
取
県
国
有
地
使
用
料
徴
収
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
29
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

し
た
割
合

年
7.
25
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
（
当

該
加
算
し
た
割
合
が
年
7.
25
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
7.
25

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
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附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
延
滞
金
徴
収
条
例
第
３
条
の
規
定
及
び
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
第
６
条
の

規
定
は
、
平
成
26
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
係
る
延
滞
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
鳥
取
県
国
有
地
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

３
　
鳥
取
県
国
有
地
使
用
料
徴
収
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
29
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

し
た
割
合

年
7.
25
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

当
該
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
（
当

該
加
算
し
た
割
合
が
年
7.
25
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
7.
25

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
適
用
除
外
）

第
５
条
　
こ
の
条
例
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

国
有
地
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　
(１
)　
鳥
取
県
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
28
年
鳥
取
県
条
例
第
48

号
）

　
(２
)～
(６
)　
略

（
適
用
除
外
）

第
５
条
　
こ
の
条
例
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

国
有
地
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　
(１
)　
鳥
取
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
28
年
鳥
取
県
条
例
第
48

号
）

　
(２
)～
(６
)　
略


